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市政 情報

　「本人通知制度」は、事前に登録することで、登録し
た方の住民票の写し（本籍地記載)、戸籍の証明などを、
代理人や第三者に交付したことを登録者本人にお知らせ
する制度です。
　住民票の写しなどが第三者に交付されたことを早期に
知ることができ、不正請求や不正取得による個人の権利
の侵害抑止、防止に役立ちます。
　また、本人通知制度が周知されることで、委任状の偽
造や不必要な身元調査などの未然防止につながります。
一度登録すれば終了期限はありません。ただし、住所・
氏名・本籍などに変更があった場合は、登録事項の変更
手続をお願いします。
対象　市に住民登録または本籍のある方（住民票の除票
や除籍などのある方を含みます）
受付場所　市民課、若葉駅前出張所（ワカバウォーク内)
必要なもの　
①申請書（ホームページからもダウンロードできます)

②本人確認書類（個人番号カード、住民基本台帳カード、
運転免許証、健康保険証など)
法定代理人が行う場合
①、②および法定代理人であることを証する書類（戸籍
謄本など)
代理人が行う場合
①、②および委任状
通知対象となる証明書
•住民票（除票を含む)の写し（本籍が記載されたものに
限る)
•住民票記載事項証明書（本籍が記載されたものに限る)
•戸籍附票（除附票を含む)の写し
•戸籍（除籍を含む)謄抄本
•戸籍記載事項証明書
通知内容　交付年月日、交付した証明書の種類、通数、
請求者の種別（代理人または第三者の別)。※証明書を取
得した個人の情報は通知されません。
　第三者へ住民票の写しなどを交付したことに関する申
請内容については、鶴ヶ島市個人情報保護条例の規定に
基づき、本人は開示請求をすることができます。ただし、
同条例第17条の各号に該当することにより、開示でき
ない情報が含まれることがあります。
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権利の侵害抑止、防止のため権利の侵害抑止、防止のため
本人通知制度をご活用ください本人通知制度をご活用ください
 問合先　市民課戸籍担当


